
令和５年１１月室戸市農業委員会総会議事録 

 

１．日時    令和５年１１月２２日（水）午後１時３０分～ 

２．場所    室戸市役所２階 第１会議室 

３．出席委員 ８名 

 

1 番  藤岡 義博委員  2 番 福冨 汎委員  3 番 西岡 豊委員 

4 番  中島 豊繫委員  ５番 島巻 賢二委員  6 番 川﨑 一男委員 

8 番 小松 弘之委員  9 番 細川 季代委員 

 

４． 欠席委員 7 番  尾﨑 考平委員、10 番  濱田 祐司委員 

 

５． 事 務 局  次⾧ 山本 康友 班⾧ 松本 研 

      

６． 議案   第１号議案 非農地証明願について 

         その他の件  

    

（開会時刻 １３：３０） 

 

（島巻会⾧あいさつ） 

 

 

議  ⾧    ただいまから１１月定例総会を開会致します。 

     はじめに事務局より諸般の報告を致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 務 局    はじめに、諸般の報告を致します。出席委員は１０名中８名の 

ご出席で、尾﨑委員及び濱田委員よりご欠席の連絡をいただいており 

ます。 

室戸市農業委員会総会会議規則第６条より過半数の定足数に達し 

ておりますので、総会は成立しておりますことをご報告いたします。 

農地利用最適化推進委員さんの出席者数は、１０名中９名のご出 

席で、海老川委員よりご欠席の連絡をいただいております。 

なお、本日の議案は、第１号議案非農地証明願について、その他 

の件の順にご審議いただく予定ですので、よろしくお願いいたします。 

       

（１０月総会以降の農業委員会の活動報告等） 

 

     以上で、諸般の報告を終わります。 

 

 

議  ⾧      それでは、議事録署名委員の指名ですが、私から指名させていた 

だきます。 

 

 

議  ⾧     それでは４番中島委員 ６番川﨑委員にお願いします。 

 

 

議  ⾧     これより議事に入ります。第１号議案非農地証明願の件について 

議題といたします。 

この件につきまして、事務局より説明をいたします。 

なお、番号１及び２について、申請者が同じであるため、事務局 

より、一括で説明を行い、その後各担当地区委員より一括で現地調 

査等の報告をお願いいたします。 

説明の間、休憩します。 

 

 

 



事 務 局        第１号議案番号 1 非農地証明願について説明いたします。 

議案書１ページを、地図は２～３ページをご覧ください。 

申請地は、吉良川町字   甲  番、同字甲  番、同 

字甲  番、登記地目は畑、現況地目も畑となっています。 

地積はそれぞれ 204 ㎡、208 ㎡、439 ㎡で、農用地区域外です。 

土佐市の   さんの所有地です。 

申請理由ですが、平成 12 年 4 月から 20 年以上耕作しておらず、 

農地への復旧が困難となっているためです。 

続きまして、同議案番号２について説明いたします。 

議案書１ページを、地図は４～５ページをご覧ください。 

申請地は、吉良川町字  乙  番 、登記地目は田、現況地 

目も田となっています。 

地積は 1,874 ㎡で、農用地区域外です。 

土佐市の   さんの所有地です。 

申請理由ですが、平成 14 年 4 月から 20 年以上耕作しておらず 

農地への復旧が困難となっているためです。 

 

事務局より説明は以上です。 

 

 

議  ⾧     休憩前に引き続き会議を開きます。 

事務局より、番号 1 の申請内容についての説明がございました。 

関係担当地区委員さんの説明をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９   番      第１号議案番号 1 非農地証明願について証言します。 

１０月１９日に申請者の代理人、下司委員、事務局松本、私の 

細  川     ４人で現地を確認しました。 

     内容については、事務局より詳細に説明がありましたので省略 

します。 

私の方からは、申請地の場所につきまして説明いたします。 

国道  号線沿いの  の集落の  から旧道に入り、700ｍ 

ほど進んだところに    橋がありますが、橋の手前を山側に 

右に曲がり、山を１ｋｍほど登っていくと申請地があります。 

          申請地は林もしくは森の状態で草木が生い茂っており、農地へ 

の普及は困難と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

議  ⾧       ありがとうございました。 

引き続き番号２について関係担当地区委員さんの説明をお願 

いします。 

 

 

５   番      第１号議案番号２非農地証明願について証言します。 

１０月１９日に申請者の代理人、会⾧、事務局松本、私の４人 

久保（利）    で現地を確認しました。 

      内容については、事務局より詳細に説明がありましたので省略 

します。 

私の方からは、申請地の場所につきまして説明いたします。 

          国道  号線から   橋の西詰を県道に曲がり、上流まで 17 

ｋｍほど遡った   集落から、さらに上流の県道と川の間に、 

申請地が位置しております。 

 申請地は⾧期間耕作されておらず、草木が茂っております。 

農地への普及は困難と思いますので、よろしくお願いいたしま 

す。 

 

 



議  ⾧    ありがとうございました。 

それではこの件について、ご意見・ご質問のある方は、お願いしま 

す。 

 

 

（な  し） 

 

 

議  ⾧     格別ないようでございますのでお諮りします。 

          第１号議案番号 1 について非農地の意見に賛成の方の挙手をお願 

いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

議  ⾧    ありがとうございました。 

全員賛成でございます。 

         よって第１号議案番号 1 については、非農地として証明をすること 

に決定致します。 

  続きまして、第１号議案番号２について非農地の意見に賛成の方の

挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

議  ⾧    ありがとうございました。 

全員賛成でございます。 

         よって第１号議案番号２については、非農地として証明をすること 

に決定致します。 

次にその他の件を議題といたします。 



議  ⾧    他にご意見ご質問等何かありませんでしょうか。 

 

 

議  ⾧    無いようでございますので、事務局からその他事務連絡をお願い 

します。 

 

 

事 務 局  （その他の事務連絡） 

        

 

議  ⾧     それでは、その他、ご意見・ご質問等何かありませんでしょうか 

なければ、総会についてはここで締めさせていただきます。 

 

 

議  ⾧    他に何かありませんでしょうか。 

なければ、閉会の挨拶を中島職務代理にお願いいたします。 

 

 

（中島職務代理の閉会の挨拶） 

 

（終了１４時０５分） 


